
はじめての「最終通告」？ ～ それは詐欺です！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 「民事訴訟最終通告書」などと書か

れた詐欺ハガキや封書が県下全域に多数

送達されています。これは消費者の不安

をあおり、架空の料金をだまし取る詐欺

の手口です。 

無視するか、警察へご相談ください。 

〇差出人や連絡先は様々です。 

・東京都千代田区九段南１－２－１ 

法務省管轄支局管理部 

相談窓口 ０３－６３２４－１７８８ 

・東京都千代田区九段南１－２－１ 

法務省管轄支局管理部 

相談窓口 ０３－４３２９－２１３５ 

 


